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◆都市公園・スポーツ施設・道の駅等の事業経営（指定管理事業等）
【国土交通省】国営アルプスあづみの公園
【群馬県】敷島公園
【北九州市】響灘緑地（設置許可＋指定管理）、浅生スポーツセンター
【厚木市】荻野運動公園、自転車等駐車場
【行橋市】長井浜公園、体育施設等
【前橋市】中央児童遊園（るなぱーく）（設置許可＋指定管理）
【江東区】豊洲ふ頭公園等（設置許可＋指定管理）
【多摩市】多摩中央公園（Park-PFI＋指定管理＋エリアマネジメント）
◆先導手的官民連携支援事業（コンサルタント）
【京田辺市】田辺公園拡張事業における官民連携手法検討調査業務（令和３年度）
【福山市】集約・複合化施設の官民連携による一体的整備手法検討調査（令和３年度）
【広島市】都心回廊を形成する平和大通りの事業形態導入可能性等調査（令和２年度）
【那覇市】公園協議会の設置による漫湖公園活性化事業検討調査業務（令和２年度）
【府中市】道路管理手法に関する検討業務（令和元年）
【和歌山市】道の駅に関する導入可能性調査（令和元年）
◆アドバイザリー業務（コンサルタント）
【東京都北区】Park-PFI契約等交渉支援業務（令和３年度）
【広島県】新動物愛護センター整備に係るPPPPFIアドバイザリー業務（令和２年度）
◆PFI事業モニタリング事業（コンサルタント）
【野々市市】PFI事業に関するモニタリング業務（平成29～令和3年度）

（株）オリエンタルコンサルタンツの
PPP/PFIの主要な取組み実績



指定管理事業の各公園・施設では、年間利用者数が
増加傾向。



今日お話しすること
１．指定管理者制度をうまく活用する
２．指定管理活用で役所が心がけるべきこと
３．指定管理者制度をさらに進化させる方法
①指定管理と公募設置管理許可の組合せ
②包括的指定管理の導入

４．豊洲ぐるりパークの事例
５．多摩中央公園改修整備・運営事業の事例
６．PPP/PFI推進での取組みの肝



１．指定管理者制度を
うまく活用する
必要な視点
①公の施設が本当に市民の役に立つように管理運営さ
れているか
②予算や人員不足で、思ったような施策を打ち出せな
いでいるのではないか
③社会の課題解決に公施設を十分生かし切れているか
④人・もの・金の調達を公民連携ですることで最小の
予算で最大の効果を



〇営業日数の拡大、土日・祝日も営業

〇行き届いた清掃、植物管理

〇危険個所の点検による安全・安心な公園の確保

〇利用者ニーズの把握に熱心で、必要な対応がすぐできる

〇苦情対応もデータ整理して、必要な改善策を速やかに実施

〇ホームページの作成、SNSを活用して必要な情報を提供

〇行きたくなるような催事やイベントを企画して実施する

〇チラシや冊子で公園の情報を分かりやすく伝える

〇自主事業で稼いだお金で、新しいサービスを提供する

指定管理者制度のメリット１

市民サービスの向上



〇指定管理者に選ばれるには、運営者として安定的に施設運営が

出来るかどうか、施設運営に市民サービスを向上させる提案が

あるか、そして提案された価格がより安価であるかが重要になる。

そのため、応募する者は、自らの実績とノウハウで答えを出さな

ければならない。

→通常は自治体の予定価格の５％～２０％を減額して応募する

事例が多い。

・経営の工夫で、人件費を削減する

（アルバイト、契約社員の活用、マルチ職種の採用等）

・絶えず効率性を考え、効果的に事業を実施し経費節減する

指定管理者制度のメリット２

経費の節減①



→有料施設がある場合は、指定管理者の努力で収入を増やす

ことが出来た場合、その分だけ自治体の負担額は少なくなる。

→自主事業で稼いで、その収益の中から公園管理運営に、

必要なお金を回すことで、自治体負担が少なくなる。

指定管理者制度のメリット２

経費の節減②



前橋中央児童遊園
（るなぱあく）の事例
（株）オリエンタルコンサルタンツが指定管理
者となり創意工夫で飛躍的に利用者を増やした





















①何のために指定管理事業をするのか目的をはっきりさせること

経費削減だけを求めるのは本末転倒

いかに市民サービスを向上させることが出来るかが大事

②場合によれば、従来より予算を増やすことも必要

安物買いの銭失いにならないように！

③本当にやってもらいたい団体・企業（見込み客）を複数見つけること

地元企業にもその気になってもらうよう働きかけること

地元企業でなくとも平等に参画機会を与えること

場合によれば全国企業と地元企業の組合せもサウンディング

などを活用して仕掛けること

④競争原理を働かせること

⑤実績をモニタリングし、成果を検証すること

⑥モニタリングを反映して、次回選定の作戦を練ること

２．指定管理活用で役所が
心がけるべきこと



３．指定管理者制度を
さらに進化させる方法



指定管理者公募と合わせて公募設置管理許可制度（Park-PFI）の
公募を実施し、指定管理者に収益施設（カフェ、レストラン、売店、
遊戯施設等）を設置させて、その収益を公園整備や管理運営に生か
すことが始まっている。

メリット

〇公募設置管理許可では建蔽率が１２％（通常は２％）まで可能

〇指定管理期間を公募設置管理期間に合わせ約20年にすることも

可能→民間にとって投資回収期間が長期に出来ることで経営の

安定につながる

〇老朽化した公園の再整備とも組み合わせ、再整備工事をPark-
PFIの特定公園施設として民間に設計整備を委ね、工期短縮や国費
導入や経費節減をすることも可能である

①指定管理と公募設置管理許可
（Park‐PFI）の組合せ



大規模公園、有料公園、運動公園などには指定管理者制度を
導入しているが、近隣公園や街区公園など小規模な公園の運
営管理はまだ直営管理や監理団体への委託をしている自治体
が多い

そこではどのような事象が多いか

〇公園の改修もままならず、管理も十分行き届いておらず、
結果として利用者も少なく、ただ存在しているだけの施設に
なっている事例が多い

〇公園担当課も予算が削られ、適時的確な維持管理が出来ず、

苦情対応で毎日が追われている

〇年間管理や単価契約で維持管理を業者発注しているだけで、

公園利用活性化などの取組みはほとんどできていない

②包括的指定管理の導入



〇営業日数の拡大、土日・祝日も営業

〇危険個所の点検による安全・安心な公園の確保

〇利用者ニーズの把握に熱心で、必要な対応がすぐできる

〇苦情対応もデータ整理して、必要な改善策を速やかに実施

〇ホームページの作成、SNSを活用して必要な情報を提供

〇チラシや冊子で公園の情報を分かりやすく伝える

〇自主事業で稼いだお金で、新しいサービスを提供する

例えば、自動販売機を設置してその収益で、新たなサービ
スを提供したり、維持管理経費に充当することが可能である。

小規模公園にも指定管理のメリット
享受を



４．豊洲ぐるりパークにおける
パークマネジメントの取組み

（株）オリエンタルコンサルタンツが
企画・イベント運営に参画



豊洲ぐるりパーク 面積：20ha 延長4.5km



豊洲公園豊洲公園



１.江東区が考えた
「稼ぐ公園づくり」



●発注者（江東区）の工夫 その１

・職員アイデアで管理者が異なる緑地を
区立公園に編入

・指定管理制度を導入し、
民間事業者の柔軟でかつ優れたアイデアや
活力を活かす

・設置管理許可制度を活用する
・指定管理（10年）+設置許可（10年）の
組合せで効果を上げる



●発注者（江東区）の工夫 その２

・設置許可は指定管理者のみに許可する
・公園事務所を指定管理者の資金で整備
・収益施設の使用料は免除
・イベント等の使用料は指定管理者が収受
（利用料金制）

・収益事業等による最終的な利益の一部を
江東区に納入

（納入割合は民間からの提案）収受



２.豊洲パークマネジメ
ントJVが取り組む
指定管理+設置許可



（１）豊洲ぐるりパーク基本方針

①江東区が掲げる「City in the Green」
を実現し、『豊洲』ブランドの構築により
「住みやすい」「行きたい」と思える街を
目指すとともに、地元江東区全体を盛り上
げる。
②江東区内すべての公園の質の向上に向け
て、その運営管理のモデル（あり方）を構
築し、江東区の公園緑地産業の発展に寄与
する。



（２）豊洲ぐるりパーク運営ビジョン
豊洲エリアは、まちづくりの進展、豊洲市場の開設、

東京オリンピック・パラリンピックの開催等を契機に、
今まで以上に脚光を浴び、活気ある場所として発展を
つづけます。
私たちは、『豊洲ぐるりパーク』を憩い、遊び、ス

ポーツ、レジャーを提供するとともにコミュニティに
なくてはならない場とすることで、新たな公園の過ご
し方「TOYOSU/LIFE」を提供します。
最高の湾岸ロケーションのもと、質の高い緑と開放

的なオープンスペースにおいて、心地よい海風を感じ
ながらの「TOYOSU/LIFE」体験が、来園者のよい思
い出になるよう、管理運営に取り組みます。



■新たな魅力向上

①豊洲スタイルマーケットの開催

②豊洲ガーデンクラブによる花育て活動

③芝生広場の魅力向上

④乗船場の利用活性化

⑤積極的な投資によるパークレストラン、

バーベキュー、アスレチック施設等の整備

■公園内事業収益・利用料金の増加で好循
環

①パークレストランの建設

②パークバーベキューの運営

③ビーチエリアの新設

④アスレチック施設の建設

⑤自動販売機の設置

⑥駐車場の利用者増による収入増

⑦イベント受け入れによる利用料収入増

■来園者・居住者サービスの向上

①「真剣・誠実に」「善きことを追求し」

「美しさを実現」する維持運営管理

②グリーン10年アクションプランの作成

③管理水準を明確にした魅せる植栽管理

④管理事務所建設等によりサービス充実

⑤教室・講座による学びの場の提供

■観光客・公園利用者の増加

①豊洲ブランドを活かした情報発信

②質の高い集客イベントの実施

③スポーツ・健康イベントの開催

④イベントプロモーションによる魅力的な
イベントの誘致

⑤積極的に社会実験を誘致

（３）運営ビジョン実現のための方策（抜粋）



●受注者の工夫 その１
〇365日の常駐体制
〇緑地管理の工夫
・常駐作業員の配置
・シルバー人材の活用
・強力な協力会社体制の構築（区内業者）
・快適な芝生づくり（年間10数回の芝刈）
〇パークガーデナーの配置
種から育てる花の公園づくり

〇ガーデニングボランティアの育成



●受注者の工夫 その２
〇公園活用の考え方
・「行為の制限」を柔軟に解釈して、
あれはダメ、これはダメを無しにする

・利用者を増やす楽しいアクティビティを
つくる

・民間主催のイベントを誘致する
・公園活用年間プログラムを編成する



豊洲スタイルマーケット
園内イベント・公園利用促進（毎月第4土日）



バーベキュー場施設
売店
トイレ
倉庫





野外映画会



パークレストラン



パークレストラン



５．多摩中央公園
改修整備・運営事業

（株）オリエンタルコンサルタンツが
運営管理及びエリアマネジメントを担当



TAMAセントラルパークJV

多摩中央公園改修整備・運営事業

１



プレイパーク

親子の遊び場特区

旧富澤家

古民家塾＆にわカフェ

大芝生広場

クリエイティブ・

キャンパス企画室

キッズ＆マルシェテラス

大池前テラス

ウェルネス＆ピクニックパーク

シビックプライドテラス

きらめきの広場

花と緑の活動拠点

グリーンライブセンター

Book パーク

図書館周辺

ケヤキハウス

パークセンター

5. 事業コンセプト

『多摩中央公園 クリエイティブ・キャンパスパーク』
ー７つのプレイス・２つのコア施設が、人と街を育てるー

7





8. 公募対象施設の整備と運営

◼ 公募対象公園施設の配置

ケヤキハウス

フラワー＆ベーカリーカフェ

19











６．PPP/PFI推進での取組みの肝

■現状把握及び整理→施設の現状、法的な課題・問題点、関連する計画
・役所の縦割りが足かせになっていないか見極める
・現状の事業収支の正確な把握、自ら事業の棚卸をする
・稼働率に着目する（どうして稼働率が低いままなのか追求する）
・遊休施設がなぜそのままになっているのか理由を追求
・PPP/PFIを推進したいと考える熱意のある役所の担当者を育て、
熱心に関わるステークホルダーを見極め、その「想い」を顕在化する
・民間事業者が参画を判断する材料を整理する
集客性、採算性（競合店の有無など）、アクセス性、視認性など
基本情報の整理→類似施設の状況・計画、利用状況、運営状況、
事業収支、交通量・交通計画、施設やインフラの状況、建蔽率、
用途地域、使用料など

51



■意識改革と人材の育成（職員、市民、民間事業者）
・役所の三役、管理職、担当職員それぞれの意識改革
・プロジェクトチームの編成、ワークショップ、シンポジウム・セミナー等を
開催し、市民の意識醸成、役所内外での議論活発化、議会への働きかけ

■基本構想の検討→基本的方向性、必要機能、将来ビジョン
・施設の位置づけ、果たすべき役割としての事業の『ミッション』を設定する
・既存機能の存続、転換、廃止、強化・拡充、新規機能の追加など検討
・求められる機能を利用者や場面を想定した『ビジョン』として設定する
・誰もが同じ方向に向かうための明確な『ビジョン』を検討する

■想定事業スキーム案の作成→事業方式、事業範囲、事業期間
・民間事業者の自由度を高め、参画しやすい事業スキーム案を検討する

52



連絡先

株式会社オリエンタルコンサルタンツ
関東支店 地域活性化推進部 参与
国土交通省PPPサポーター
小口健蔵 （おぐちけんぞう）

東京都渋谷区本町３－１２－１ 〒151-0071
住友不動産西新宿ビル6号館
携帯 ０９０－８０８０－５７５１（テレワーク中ですので携帯かメールにご連絡ください）
電話０３－６３１１－７８６７（直通）
ＦＡＸ０３－６３１１－８０３２
Ｅ－mail oguchi-kn@oriconsul.com

（株）オリエントコンサルタンツは、建設コンサルタントとして先駆的に指定管理事業等のPPPに

参入し、対象施設の事業経営を通じて、利用者の飛躍的向上や満足度のアップ、さらには地域

活性化など社会の課題解決に取り組んでいます。こうした経験を活かし、自治体のPPP/PFI

推進のサポートをしています。お困りごとなど、何でも気軽にご相談ください。

対応分野 PPP/PFI総論、公園、道路、道の駅、公的不動産他

・PPP／PFIに関する研修、勉強会の実施

・導入可能性調査、アドバイザー業務等に関する助言、提案

・公募資料（要求水準書、事業契約書等）の作成業務支援

・その他案件検討に関する助言、提案、技術的支援等

・自治体プラットフォーム設立に関する助言、提案

・サウンディングへの参加依頼対応等
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